
 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ３ 日 

九 州 地 方 整 備 局 

宮 崎 河 川 国 道 事 務 所 
  

国道220号橘橋・宮崎市役所付近において「不発弾」の 

処理を行うため、交通規制（通行止め）が行われます。  

   
 

国道２２ ０号1k000(橘橋・宮崎 市役所付近 )におい て、大淀川 河川工事で発 見され

た「不発弾 」の処理 が、令和８年 １月１７日 に行われ ます。 

「不発弾 」の処理にと もない、「 警戒区域 」が設定され 、国道２２ ０号を含 めた周辺

道路の交通 規制（通 行止め）が行 われます。  

 

 
記  

 
１．交通 規制箇所：国 道２２０ 号 ０ｋ０ ００宮崎市橘 通３丁目 

～１ｋ７２ ０宮崎市中 村１丁目  
        ※国 道２２０ 号以外の橘 橋・宮崎市役所周辺の道 路も交通 規制（通行止め）

となります 。詳細は、 宮崎市ホ ームページ をご確認くだ さい。 
 
２．交通 規制日時：令 和８年１ 月１７日(土) 
          時間帯 ９ ：４５から処 理終了まで  
         ※ 規制開始時 刻につい ては、変更 の可能性が有 ります。 

 
３．規制 車両  ：全 ての車両  
 
４．作業 内容  ：「 不発弾」 の処理  
 

 

 【国道２２０号の交通規制に関する問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 TEL 0985-24-8221（代表） 

総括保全対策官    増尾
ま す お

 明彦
あきひこ

（内線３０８） 

道路管理第一課長    畠 山
はたけやま

 哲
あきら

 （内線４３１） 

 

【不発弾の処理に関する問い合わせ先】 

宮崎市役所 危機管理課 ＴＥＬ ０９８５－２１－１７３０ 
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